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■ 種 別 ：団体 
■ 法人名 ：三菱ＵＦＪ投信株式会社 
■ 部 署 ：事務管理部 
----------------------------------------- 
■コメント： 
「公正価値の測定および公正価値ヒエラルキーの開示」につきましては、検討点が多く、

実際の開示にいたっては、システム対応等の必要性が考えられます。システム対応には相

応の時間がかかることが予想されるため、平成 24年 4月 1日以降開始する事業年度からの
適用を、平成 26年 4月 1日以降開始する事業年度からの適用に改めて頂きたい。 

 
 


